
1 重要な会計方針

（１）会計基準の変更

　平成２４年度より公益財団法人に移行したため、公益法人会計基準（平成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会）に基づいて会計

　処理を行っている。

（２）リース取引の処理について･･･所有権移転外ファイナンス・リース取引

　売買取引に準じた会計処理によっている。但し、重要性の乏しいリース取引（１件あたりのリース料総額が３００万円未満）は、引き続き

　賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

（３）固定資産の減価償却について

　①車両運搬具、什器備品

　　固定資産の減価償却方法は、定額法を採用。

　②リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（４）消費税等の会計処理について

　　消費税の会計処理は税込による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりである。

（単位：円）
科　　　　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

 基本財産定期預金 200,000,000 0 0 200,000,000
小　　　計 200,000,000 0 0 200,000,000

特定資産

小　　　計 0 0 0 0
合　　　計 200,000,000 0 0 200,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）
科　　　　　　　目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額） (うち一般正味財産からの充当額） (うち負債に対応する額）

基本財産

 基本財産定期預金 200,000,000 200,000,000 0 －
小　　　計 200,000,000 200,000,000 0 －

特定資産

小　　　計 0 0 0 0
合　　　計 200,000,000 200,000,000 0 0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）
科　　　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他の固定資産

 車両運搬具 1,506,190 1,425,668 80,522
 什器備品 8,894,795 4,472,622 4,422,173
 リース資産 9,891,000 741,825 9,149,175

合　　　計 20,291,985 6,640,115 13,651,870

４. 財務諸表に対する注記
平成２５年３月３１日現在


